
「親権に関する陳述書」の記載項目と提出資料 

※該当する項目を記載・提出してください。お子さんと同居しておらず、記載・提出できない部分は省いてください。 

※陳述書及び資料は、書証として提出してください（提出済みの資料の再提出は、不要です。） 

※相手に知られたくない情報は、陳述書に記載しないでください。資料にある場合は、マスキング等の工夫をしてください。 

陳述書の記載項目 提出資料 

１ 主張 

（１）あなたの主張する親権の定め方（共同か単独か、共同の場合にはお子さんと同居するのはあ

なたか他方の親か）が、お子さんにとって望ましいと考える理由及び事情 

（２）他方の親が主張する親権の定め方に対する意見及び理由 

 

２ お子さんの状況 

（１）生活歴（出生から現在までの居住地、同居家族、入園・入学、転校、その他重要な出来事） 

（２）身体的発達の状況、健康状態（持病等ある場合、病名、症状、通院・服薬内容、配慮事項） 

（３）知的発達の状況（発達特性等指摘がある場合、診断名、症状、通院・服薬内容、配慮事項） 

（４）性格、個性（お子さんの性格、特徴、得意なこと・苦手なこと） 

（５）生活の状況（一日の生活スケジュール（平日・休日）※表やグラフにして添付可） 
（６）保育園や学校での状況（名称、所在地、出席状況、学業成績、学校等への適応状況） 

（７）友達関係、課外活動（スポーツや習い事等）の状況 

（８）きょうだい関係（別々に生活している場合には、その事情や交流状況） 

母子健康手帳（未就学児）、

健康の記録（小学生） 

（（２）、（３）に該当する場

合）療育手帳・診断書・発達

検査結果等 

 

園の連絡帳、学校の通知表 

３ あなたの状況 

（１）生活歴（学歴、職歴、婚姻・離婚歴、転居歴、その他重要な出来事等） 

（２）就労の状況（勤務先、職務内容、勤務時間、休日、残業や出張の頻度、通勤方法・時間） 

（３）経済の状況（主な収入と支出、財産（預貯金、不動産等）、負債の有無及びその内容等） 

（４）住居の状況（種別（所有又は賃貸）、間取り、近隣の環境） 

（５）一日の生活スケジュール（平日・休日）※お子さんと並列して記載可 

（６）健康状態（現在の心身の状況、主な病歴、受診歴、今後の見通し） 

（７）性格、個性（あなたの性格、特徴、養育に関して得意なこと・苦手なこと） 

（８）同居者がいる場合にはその状況（氏名、生年月日(年齢)、続柄、職業、健康状態） 

 

 

源泉徴収票・確定申告書・給

与明細等、ローン明細書等 

間取り図 

 

（（６）に該当する場合）障

がい者手帳等 

 

４ 親子の状況 

（１）これまでの監護状況（衣食住の世話、教育・しつけ、医療対応をどのような分担で行ってき

たか。監護に当たってお子さんのために心掛けたことや工夫したこと） 

（２）あなたとお子さん、及び、他方の親とお子さんの関係（お子さんへの接し方、お子さんの反

応・態度、情緒的な結びつき等） 

（３）お子さんに対する配慮の実情（父母の紛争の経緯や別居、今後の見通しについてのお子さん

への説明内容、お子さんの反応や認識、お子さんを安心させるためにとった行動や手当） 

（４）別居親とお子さんとの交流状況（交流がない場合にはその事情） 

 

 

 

５ 親同士の状況（別居後（同居中の場合、離婚調停の申立て後）） 

（１）連絡状況（養育や教育、親子交流に関する他方の親とのやりとり。連絡がない場合その事情） 

（２）婚姻費用（支払状況、他方の親との話合いの状況。話合いがない場合その事情） 

（３）あなたが他方の親との連絡ややりとり等、他方の親との関係で配慮や心掛けをしていること 

 

６ 監護補助者の状況 

（１）生活状況（氏名、生年月日(年齢)、続柄、住所、職業、健康状態） 

（２）監護補助の状況（現在の具体的な補助内容、予定している監護補助の態勢） 

（３）監護補助者とお子さんの関係（これまでの交流状況、情緒的な結びつき等） 

 

７ 今後の方針 

（１）お子さんの養育に対する考え（今後のお子さんの養育に何が必要と考えているか、それを踏

まえて、養育上で大切にしている（したい）こと、配慮している（したい）こと等） 

（２）具体的な監護方針（同居親は現状変更の有無、別居親は居所、同居家族等の態勢を含む） 

（３）他方の親とお子さんとの関係（他方の親が養育関与することや、親子交流することへの考え）

（４）あなたと他方の親との関係（お子さんのために他方の親に対して配慮や協力できること） 

（５）親権行使（お子さんの転居や進学など重要事項を他方の親と協議し、決定することへの考え） 

 

８ 特記事項 

（１）専門家（児童相談所、医師、カウンセラー等）の支援・関与の有無とその状況 

（２）その他、お子さんの監護・養育に関して、参考となる事項 

 

※記載した提出資料は、代表的なものです。事案によって、これ以外の資料提出が必要となる場合があります。 


